
尼崎市職員（医師）採用試験案内 

 

１ 採用予定人員及び受験資格 

※保健所医師の職務内容については、公衆衛生全般の業務に従事していただく予定です。 

＜受験資格における注意事項＞ 

注）地方公務員法第１６条(欠格条項)のいずれかに該当する人は受験できません。 

① 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな

るまでの者 

② 尼崎市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

③ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第６０条から第６３条

までに規定する罪を犯し刑に処せられた者 

④ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破

壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

２ 応募方法 

⑴ 尼崎市職員採用試験申込書（医師職）に必要事項を記入し、医師免許証の写しを同封の上、

封筒の表に「医師申込書」と朱書きをして、人事課まで郵送してください。なお、不着のト

ラブルを避けるため、簡易書留で送付してください。 

⑵ 受験に際しての提出書類は返却しません。 

⑶ 申込書に記入された個人情報については、尼崎市個人情報保護条例により保護され、採用

事業以外の目的で利用することはありません。 
 
＜送付先及び問い合わせ先＞ 

〒６６０－８５０１ 尼崎市東七松町１丁目２３番１号 

尼崎市総務局人事管理部人事課（本庁舎中館４階） 

℡０６－６４８９－６１７７、Fax０６－６４８９－６１７０ 

 

３ 受付期間 

  随時（※採用者が決定した場合には締め切ります。） 

 

４ 面接試験 

面接試験の日程については、別途調整します（※試験結果については、受験者の方に別途連

絡します）。 

 

５ 給与等 

給料、期末勤勉手当、初任給調整手当、通勤手当、住居手当等をそれぞれの規定に基づいて

支給します（平成２１年４月より医師職給料表を導入し、給与水準の引上げを行っています）。 

 

６ 採用 

  令和３年７月１日以降の予定です。 

職務内容 
採用予定 

人員 

受 験 資 格 

年齢等 免許等 

保健所医師 

※ 
１人 

臨床研修を終了し、 

概ね５５歳までの者 

次の１～２の要件を全て満たす人 

１．医師免許を有する人 

２．臨床及び公衆衛生の経験がある人、 

又は公衆衛生行政に意欲のある人 


